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徳島県情報公開審査会答申第１９７号

第１ 審査会の結論

徳島県知事の決定は，妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書公開請求

審査請求人は，平成２８年１０月１９日，徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県

条例第１号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき，徳島県知事（以

下「実施機関」という。）に対し，「平成４年４月１３日第１０３８号の境界確定協議

書に関する一式書面」についての公文書公開請求（以下「本件請求」という。）を行

った。

２ 実施機関の決定

実施機関は，平成２８年１０月３１日，本件請求に係る公文書を「境界確定協議書

（平成４年４月１３日付け）」，「現地協議確認書」及び「官民境界線の協議設定につ

いて（伺い）」と特定し，条例第８条第１号に該当する部分を非公開とする公文書部

分公開決定処分（以下「本件処分」という。）を行い，審査請求人に通知した。

３ 審査請求

審査請求人は，平成２９年１月２７日，本件処分を不服として，行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき，実施機関に対して審査請求を行った。

４ 諮問

実施機関は，平成２９年６月１４日，徳島県情報公開審査会（以下「当審査会」と

いう。）に対して，当該審査請求につき諮問（以下「本件事案」という。）を行った。

第３ 審査請求人の主張要旨

審査請求人から提出された審査請求書及び反論書における審査請求人の主張等を要

約すると，審査請求の趣旨及び理由は，おおむね次のとおりである。

① 本件処分の通知書（以下「本件決定通知書」という。）について開示されていな

い法律要件事実項目が存在するのでその記載を求める。

② 本件決定通知書に記載されている公開された「公文書の件名」に主要な書面であ

る「境界確定書」の記載がないのでその記載を求める。

③ 本件公文書の「官民境界線の協議設定について（伺い）」の伺い文中に記載され

ている「○イ別添の依頼文書名，○ロ関係図書の名称，○ハ次案のとおり境界確定協議書

名，○ニ別添図面，○ホ次案」の文書の開示を求める。

④ 平成４年４月２０日に行われた境界立会（現地協議）は，関係する土地について
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正当な権限を有する当事者の立会・確認及び同意もなく行われたものである。境界

立会が有効に成立しているとする根拠，理由等の説明を求める。

⑤ ③の境界立会に基づいて作成された境界確定書は徳島県と第三者との間で締結さ

れたものであるのに，審査請求人の親族が所有する土地の境界が公図等とは異なる

位置に定められる根拠，理由等の説明を求める。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関から提出された弁明書における理由説明を要約すると，本件処分の理由は，

おおむね次のとおりである。

１ 本件請求に係る公文書について

本件請求においては，平成４年４月１３日付け第１０３８号で当時の徳島県阿南土

木事務所において受付した境界確定協議書に係る公文書の公開が請求されたものであ

るとし，同日付けの境界確定協議書，同年５月１１日付けの現地協議確認書及び同月

１３日決裁の「官民境界線の協議設定について」に係る立案文書（以下「本件公文書」

と総称する。）を，本件請求に係る公文書と特定した。

本件公文書には，境界確定協議の申請者及び立会者の印影と申請者の電話番号が記

載され，これらの情報は条例第８条第１号に規定する個人に関する情報に該当するこ

とから，条例第１２条第１項の規定により部分公開決定を行った。

２ 審査請求に対する説明について

(1) 審査請求人は，本件決定通知書に対して開示されていない項目が存在するため，

その項目の不開示について理由の説明を求めているが，非公開としたのは，申請者

及び立会者の印影と申請者の電話番号のみであるため，開示されていない項目は存

在しない。

(2) 審査請求人は本件決定通知書の公文書の件名に「境界確定書」の記載が必要であ

ると主張しているが，「境界確定書」は「伺い文書」を構成する一部であり，開示

済みであるため，記載する必要はない。

(3)「官民境界線の協議設定について（伺い）」に記載された「○イ別添の依頼文書名，○ロ

関係図書の名称，○ハ次案のとおり境界確定協議書名，○ニ別添図面，○ホ次案」につい

ては，○イは境界確定協議書，○ロは「伺い」及び「境界確定協議書」に添付された書

類，○ハは境界確定書，○ニは平面図，Ａ－Ａ’断面図，○ホは境界確定書を示しており，

全て公開されている。

(4) 審査請求人は，本件請求にない公文書の公開請求，境界確定に関する書類の無効

性の主張その他各種説明を求めているが，これらは本審査請求が本件処分に対する

不服申立てであることから，本件請求にない公文書公開請求，各種の主張及び説明

は本審査請求の対象外である。

第５ 審査会の処理経過
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本件事案に係る当審査会の処理経過は，次のとおりである。

年 月 日 内 容

令和元年１２月９日 審議（第１６７回審査会）

令和２年１月２３日 審議（第１６８回審査会）

第６ 審査会の判断

当審査会は，本件事案について審査した結果，次のとおり判断する。

１ 本件請求に係る公文書について

本件請求に係る公文書は，平成４年４月１３日付け受付番号第１０３８号で徳島県

阿南土木事務所が受付した境界確定協議の申請に関するものと認められる。

実施機関が特定した本件公文書は，当該境界確定協議の申請に基づき実施された同

月２０日の現地協議，当該現地協議により確認された境界線に関する合意に関する伺

い文書であり，本件請求に係る公文書として特に不合理なものとは言えない。

２ 本件決定通知書における公文書の件名の表記について

(1) 審査請求人が公開された公文書の件名の中に「境界確定書」が記載されていな

いとしているが，「境界確定書」は「伺い文書」に含まれているとする実施機関の

説明は適当と認められる。

(2) 審査請求人は，本件公文書の「官民境界線の協議設定について（伺い）」の伺い

文中に記載されている「○イ別添の依頼文書名，○ロ関係図書の名称，○ハ次案のとおり

境界確定協議書名，○ニ別添図面，○ホ次案」の文書の開示を求めているが，これらの

文書は本件公文書に含まれているとする実施機関の説明は適当と認められる。

３ 本件公文書の内容に関する主張について

審査請求人は，本件処分により部分公開された公文書に含まれている「境界確定書」

の有効性に関して第３の④及び⑤のように様々な主張をしている。

しかしながら，審査請求人が本件処分に対して行政不服審査法の規定に基づき審査

請求をすることができる事由は，本件処分に関することに限られるとするのが相当で

ある。本件処分は，条例に基づき，審査請求人が実施機関の保有する公文書の公開を

求めた本件請求に対して，該当する公文書について一部を除いて公開するという決定

処分を行ったものである。よって，本件処分に対して審査請求をすることができる事

由としては，公文書の公開請求に係る公文書の「公開」に関すること，すなわち，請

求に該当する文書として実施機関が特定した公文書の範囲，特定された文書のうち条

例に規定する非公開事由に該当するとして公開されなかった部分の妥当性に関するこ

と等が該当する。公開された公文書に記載された内容の適否，当該公文書の有効性等
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について不服を申し立てたり，理由・根拠の説明を求めたりすることは，公文書公開

請求に係る公文書の「公開」に関することに該当するとは言えないことから公文書公

開請求に対する決定処分に関する審査請求の事由に含まれるものとは認められず，本

件処分に対する審査請求の対象及び理由として適当とは言えない。

４ 本件処分の妥当性について

以上のことから，本件請求に係る公文書として特定した文書の範囲及び本件決定通

知書の記載に関する実施機関の説明について特に不合理なところは認められず，また，

審査請求人のその他の主張については，本件処分に関する審査請求として適当なもの

とは認められないので，本件公文書の一部を除いて公開するとした本件処分は，妥当

であると判断した。
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